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参考１：DDT 手続に前置される請求解決プロセスの具体的手順 

 
DDTにおいて中皮腫以外の疾患のケースに適用される非緊急事案について、2005年に、

DDT 手続に前置される手続として導入された請求解決プロセスの主な手順は以下の通り
である。 

（a） 請求者が「項目書類」（Statement of Particulars）という標準フォームを記入
し、完成させる。これには、専門家の報告書やその他の証拠が含まれる。請求

書類（Statement of Claim）とともに利用される。 
（b） 被告は、「回答」（Reply）という標準フォームを準備する。これは、上記請求

書類に記載されている情報を認容したり、争点としたり、更なる情報を要求し

たりするもので、被告が争う事項を根拠付ける文書とともに利用される。 
（c） 被告は、実践可能な限りただちに、他の被告と合流することが要求される（複

数を被告とする場合）。 
（d） 非公式の和解は、いつでも解決の選択肢となる。 
（e） 複数の被告は、賠償責任の分担に関して合意する。合意に至らない場合、独立

の第三者が標準化された推定手法を利用して、分担を決定する。その決定は、

争うことができるが、請求が和解された後、あるいは、裁判所による決定が下

された後にのみ可能である。 
（f） 請求が非公式に解決されない場合、強制的調停（compulsory mediation）が

請求者と被告の間で持たれ、認定を受けた調停者により調停が行われる。請求

者は、病状が深刻でなければ、調停に出席する。被告側は、調停者により要求

があれば、調停に出席しなければならない。 
（g） ほとんどの請求は、この調停の結果として処理される。 
（h） 複数の被告が後日、負担割合の是非を争うという理由で宣誓証拠を要求した場

合、請求者は、調停の最後に宣誓証拠を与えるよう要求される。ただしこれは、

請求者の請求がすでに被告側と解決済みである場合に限られる。 
（i） 当事者は、和解の申し出（offers of compromise）を用いることによって、和

解を奨励することができる。 
 

出典）James Hardie Industries NV, “Explanatory Memorandum”, Feb 2007. 
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参考２：「2007 年 2月時点での NSW州粉じん疾患裁判所の損害賠償判決」一覧の読み方 

 
NSW大学法学部法学教育継続センターは、NSW州 DDTの判決を分析した『粉じん疾

患請求』という報告書を出している。次頁以降に訴訟一覧を添付する。ここでは、一覧を

読むに当たって留意すべき点を以下にまとめる。 
 
略語 意味 
Meso 中皮腫 
A 石綿肺 
ARPD 石綿関連胸膜疾患 
LC 肺がん 
Age 判決時点または死亡時点での被害者側の年齢 
LCA キャンベル卿法※の請求 

※「他人の死亡に関する不法行為により損害賠償を受けることはできな

い」というコモンローの原則を、当該死亡者の遺族等限られた人々に賠償

請求の資格を付与することで修正する法。 
p 過去 
f 将来 
Ops 立替（自腹）支出 
FMC 将来の医療費 
Eco Loss 過去の経済的損失及び将来の収入能力の喪失 
GvK グリフィス対ケーケメイヤー（Griffiths v Kerkemeyer）損害 

…賠償請求の主題となる傷害の結果として、サービスを提供することがで

きなくなったために、サービスの費用について原告に補償すること。こ

れらの損害額は、市場のレートを適用して算出される。 
SvG 第三者に対するサービスに関する損害賠償（サリバン対ゴードン

（Sullivan v Gordon）損害） 
…過失の結果、傷害を負った原告に対して、家庭サービスを提供する能力

が損なわれたことに対する損害を回収するため、賠償を認める原則。た

だし、2005年 10月 21日、最高裁判所は、この原則が損害賠償額の評
価において長きにわたり確立されてきた原則と一致するものではない

と判示し、本原則は却下された。 
* 合意された総額 
LELまたは L 余命の喪失 
NA 認容されず 
Place of Tort 不法行為地 
GDs General Damages（通常損害賠償額） 

 
 




























